
“権利擁護のセーフティネット”

地域連携ネットワークとその中核となる機関の整備について
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●実務的には、協議会の設置と、地域連携ネットワークの中核となる機関の指定等

※協議会・・・法律・福祉の専門職団体や、司法、福祉、医療、地域、金融等の関係機関が連携体制を強化するための合議体
※チーム・・・本人に身近な親族、福祉・医療・地域等の関係者と後見人が一緒になって日常的に本人の見守りや意思や状況等を継続的に把握。

全国どの地域においても成年後見制度の利用が必要な人が制度を利用できるよう、各地域において、
権利擁護支援の地域連携ネットワークを構築する。
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１点目 「チーム」について

内容：本人に身近な親族、福祉・医療、地域等の関係者と後見人がチームとなって日常的に本人を見守
り、本人の意思や状況を継続的に把握し必要な対応を行う仕組み

メンバー例：ケアマネジャー、相談支援専門員、生活保護ケースワーカー、保健師、精神保健福祉士、入
所先社会福祉施設、入院先医療機関、認知症初期集中支援チーム、認知症疾患医療センター、介
護サービス事業所、障害福祉サービス事業所、訪問看護ステーション、

家族・親族、民生委員、金融機関、市町村窓口、専門職、建築業者、旅行業者等
エリア：日常生活圏域など
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● 必ずしも一から作る必要は無く、実際には、ケアマネジャーや相談支援専門員等が作っ
ている既存のチームに後見人が参加するケースも少なくないと考えられる。
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２点目 「協議会」について
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※ 協議会の設置検討フローは、「中核機関の手引き」Ｐ６２に出ています。

イメージ

内容：後見等開始の前後を問わず、「チーム」に対し法律・福祉の専門職団体や関係機関が必
要な支援を行えるよう、各地域において、専門職団体や関係機関が連携体制を強化し、
各専門職団体や各関係機関が自発的に協力する体制作りを進める合議体

メンバー例：上記の絵は一例。地域の事情を踏まえ適宜選定（例:商工会や警察など）
エリア：自治体圏域～広域圏域

障害者自立支援協議会

● 地域ケア会議や障害者自立支援協議会など、他の福祉部門の協議会等の権利擁護版であり、新た
に一から構築する必要は必ずしもない。
● 例えば、各地域において取組が進められてきた地域包括ケアシステム関係機関等のネットワークや
障害者自立支援協議会のネットワークの一部に、まず連携が必要な家庭裁判所や法律専門職団体等
の「司法」との連携を加えていくことも想定される。
● ポイントは、司法も含めた関係者との連携であり、「顔の見える関係」を構築すること。
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３点目 「中核機関」について

● 中核機関とは、「地域連携ネットワークの中核となる機関」であり、地域連携ネットワーク
が、地域の権利擁護（以下の４つの機能）を果たすように主導する役割。また、専門職に
よる専門的助言等の支援を確保する。

【４つの機能】 ①広報、②相談、③制度利用促進（受任者調整（マッチング）、担い手の育成・活動の
促進）、④後見人支援

● 協議会の事務局

◎ 地域に応じて柔軟に整備していただく観点から、具体的な要件はない。

（いわゆるハコモノ新設ではない。）

◎ 「全国どこに住んでいても権利擁護支援が届くような体制を整える」との観点から、

まずは一刻も早く中核機関等の体制整備が急務

「小さく生んで大きく育てる」という考え方。「広報」「相談」が優先すべき機能。

中核機関
（市町村直営又は委託）
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